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株式会社飯塚工業ほか１０名に対する審決について 

（山梨県が石和地区を施工場所として発注する土木一式工事の入札談合事件） 

 

平成２９年１０月６日 

公 正 取 引 委 員 会 

 

公正取引委員会は，被審人株式会社飯塚工業ほか１０社（以下「被審人ら」という。）

に対し，平成２３年７月２７日，審判手続を開始し，以後，審判官をして審判手続を

行わせてきたところ，平成２９年１０月４日，被審人らに対し，独占禁止法の一部を

改正する法律（平成２５年法律第１００号）による改正前の独占禁止法（以下「独占

禁止法」という。）第６６条第２項の規定に基づき，被審人らの各審判請求を棄却す

る旨の審決を行った（本件平成２３年（判）第５３号ないし第５７号，第５９号ない

し第６９号及び第７１号ないし第７５号審決書については，当委員会ホームページの

「報道発表資料」参照）。 

 

１ 被審人らの概要 

別表１のとおり。 

 

２ 被審人らの各審判請求の趣旨 

別表２のとおり，被審人らに対する各排除措置命令及び課徴金納付命令の全部の

取消しを求める。 

 

３ 主文の内容 

被審人らの各審判請求をいずれも棄却する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先  公正取引委員会事務総局官房総務課審決訟務室 

電話 ０３－３５８１－５４７８（直通） 

ホームページ  http：//www.jftc.go.jp/ 
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４ 本件の経緯 

平成２３年 ４月１５日    排除措置命令及び課徴金納付命令 

      ６月１３日まで  被審人らから排除措置命令及び課徴金納付命 

         令に対して審判請求 

７月２７日    審判手続開始 

      ９月２８日    第１回審判 

↓ 

平成２８年 ３月２５日    第２５回審判（審判手続終結） 

平成２９年 ４月 ６日まで  審決案送達        

      ４月２０日まで  被審人らから審決案に対する異議の申立て及 

        び委員会に対する陳述（直接陳述）の申出 

      ８月 ３日    直接陳述の聴取 

     １０月 ４日    被審人らの各審判請求を棄却する審決 

 

５ 原処分の原因となる事実 

被審人ら及び別表３記載の１０社（以下，両者を併せて「２１社」という。）は，

遅くとも平成１８年４月１日以降平成２２年３月２３日まで（以下「本件対象期間」

という。），共同して，石和地区特定土木一式工事（注１）について，受注すべき者又

はＪＶ（以下まとめて「受注予定者」という。）を決定し，受注予定者が受注でき

るようにすること（以下「本件合意」という。）により，公共の利益に反して，石

和地区特定土木一式工事の取引分野における競争を実質的に制限していた（以下

「本件違反行為」という。）。 

被審人らのうち被審人中楯建設株式会社を除く１０社（以下「１０社」という。）

の本件違反行為の実行期間は，独占禁止法第７条の２第１項の規定により，別表４

の各被審人に係る「実行期間」欄記載のとおりであり，独占禁止法第７条の２の規

定により算出された課徴金の額は，同表の各被審人に係る「課徴金額」欄記載のと

おりである。 

 

（注１） 「石和地区特定土木一式工事」とは，山梨県が，一般競争入札又は指名競争入札の方法により土木一式工事とし

て発注する工事のうち，同県笛吹市（平成１８年４月１日から同年７月３１日までの間にあっては，同県笛吹市又

は東八代郡芦川村）の区域（以下「石和地区」という。）を施工場所とするものであって，次のいずれかに該当する

ものをいう。 

１ 山梨県から土木一式工事についてＡの等級に格付されている事業者のみを入札の参加者とするもの。 

２ 山梨県から土木一式工事についてＢの等級に格付されている事業者のみを入札の参加者とするもの。 

３ 山梨県から土木一式工事についてＡの等級に格付されている事業者及びＢの等級に格付されている事業者のみ

を入札の参加者とするもの。 

４ 特定建設工事共同企業体（以下「ＪＶ」という。）のみを入札の参加者とするもの。 

 

６ 審決の概要 

(1)  本件の争点 

ア  ２１社は，石和地区特定土木一式工事について，受注予定者を決定し，その

者が受注できるように協力する旨合意していたか（争点１） 



 

３ 

イ  １０社が受注した審決案別紙１０の１ないし１０記載の各工事は，独占禁止

法第７条の２第１項にいう「当該…役務」（以下「当該役務」という。）に該

当するか（争点２） 

ウ  被審人小泉建設株式会社，被審人長田建設株式会社及び被審人中楯建設株式

会社（以下「３社」という。）に対し，排除措置を特に命ずる必要があるか（争

点３） 

 

(2)  争点に対する判断の概要 

ア   争点１について（審決案３３～５２頁） 

山梨県では，平成１７年度頃までは指名競争入札の方法により土木一式工事

を発注することが多かったが，２１社を含む石和地区の建設業者は，石和支部

に対する平成６年の勧告審決（注２）以降も，石和地区を施工場所とする土木一式

工事の指名競争入札において受注調整を行うなど，協調関係にあったことが認

められる。 

また，山梨県では，平成１８年度頃から一般競争入札の方法により土木一式

工事を発注することが増え，同時期から，一般競争入札の方法により発注され

る土木一式工事の一部について総合評価落札方式（注３）を導入したが，２１社は，

平成１８年４月１日以降も，これらの石和地区に係る土木一式工事について，

石和支部等において入札参加情報等を集約し，受注希望者が１社の場合はその

者を受注予定者とし，受注希望者が複数の場合は地域性（注４），継続性（注５）等

を勘案して受注希望者同士の話合いなどにより受注予定者を決定し，受注予定

者以外の者は受注予定者がその定めた価格で受注できるように協力していた

ことが認められる。 

さらに，本件対象期間に発注された石和地区特定土木一式工事である１５８

物件（注６）のうち，少なくとも４０物件（注７）について本件合意の内容に沿った

受注調整が行われたことを裏付ける客観的な証拠が存在し，少なくとも４物件
（注８）について本件合意の内容に沿った受注調整に関わる行為が行われたこと

を裏付ける客観的な証拠が存在する。また，これらの工事の発注方法は，指名

競争入札，通常の一般競争入札，総合評価落札方式による一般競争入札のいず

れも含んでおり，発注担当部署は，山梨県県土整備部等（注９），同県農政部峡東

農務事務所及び同県森林環境部峡東林務環境事務所のいずれも含まれ，発注時

期も本件対象期間の全般にわたっている。 

加えて，１５８物件は，いずれも２１社が受注したものであり，１５８物件

の平均落札率も，９４.０パーセントという高いものであったことが認められ

る。 

以上の事情に鑑みれば，２１社のうち被審人株式会社芦󠄂沢組土木（以下「被

審人芦󠄂沢組土木」という。），株式会社八木沢興業（以下「八木沢興業」とい

う。）及び株式会社地場工務店（以下「地場工務店」という。）を除く１８社

は，遅くとも平成１８年４月１日までに，石和地区特定土木一式工事について，



 

４ 

受注価格の低落防止を図るために本件合意をし，本件合意の下に受注調整を

行っていたことが認められる。 

また，被審人芦󠄂沢組土木，八木沢興業及び地場工務店は，いずれも平成１８

年４月１日時点においては石和地区特定土木一式工事の入札参加資格を有し

ていなかったが，被審人芦󠄂沢組土木については，平成１９年度からＢ等級業者

に格付されたことにより，八木沢興業については，平成２０年１０月１日に株

式会社窪川組から同社の事業の全部を譲り受けたことにより，地場工務店につ

いては，平成２１年度にＢ等級業者に格付されたことにより，石和地区特定土

木一式工事の入札参加資格を有するようになったことが認められる。 

これらの事実からすると，被審人芦󠄂沢組土木，八木沢興業及び地場工務店は，

遅くとも，自社が石和地区特定土木一式工事の入札参加資格を有するように

なって以降に最初に入札に参加した石和地区特定土木一式工事の入札書提出

締切日である，被審人芦󠄂沢組土木については平成１９年６月１９日，八木沢興

業については平成２０年１０月２日，地場工務店については平成２１年７月３

０日までに，それぞれ本件合意に参加していたと認められる。 
 

（注２） 「石和支部に対する平成６年の勧告審決」とは，平成６年（勧）第１５号社団法人山梨県建設業協会石和

支部（以下「石和支部」という。）に対する勧告審決をいう。 

（注３） 「総合評価落札方式」とは，価格に加え評価項目ごとの評価点を考慮する一般競争入札をいう。 

（注４） 「地域性」とは，工事の施工場所が自社の事務所等に近いといった事情をいう。 

（注５） 「継続性」とは，過去に受注した工事との継続性をいう。 

（注６） 審決案別紙９に記載の１７４物件から物件６，物件７，物件１３，物件３０，物件６４，物件６

７，物件６８，物件７７，物件８６，物件９８，物件９９，物件１０１，物件１０２，物件１

０７，物件１３４及び物件１４４を除いた１５８件をいう。 

（注７） 「４０物件」とは，審決案別紙９の「別紙１１等」欄に「○」の付された４０件をいう。 

（注８） 「４物件」とは，審決案別紙９の「別紙１１等」欄に「●」の付された４件をいう。 

（注９） 山梨県県土整備部（平成２０年３月３１日以前は土木部。以下同じ。）道路整備課，同部道路管理課，同部

峡東建設事務所，同部流域下水道事務所の４部署をまとめたものをいう。 

 

イ   争点２について（審決案５２～６１頁） 

(ｱ)  当該役務 

不当な取引制限等の摘発に伴う不利益を増大させてその経済的誘因を小

さくし，不当な取引制限等の予防効果を強化することを目的とする課徴金制

度の趣旨に鑑みると，独占禁止法第７条の２第１項所定の課徴金の対象とな

る当該役務とは，本件においては，本件合意の対象とされた工事であって，

本件合意に基づく受注調整等の結果，具体的な競争制限効果が発生するに

至ったものをいうと解される。 

２１社は，遅くとも平成１８年４月１日以降，石和地区特定土木一式工事

について，受注価格の低落防止を図るため，本件合意の下，受注調整を行っ

ていたものである。 

そして，本件においては，以下の①ないし⑤の各事情がみられることから，

石和地区特定土木一式工事に該当し，かつ，２１社のうちいずれかが入札に

参加して受注した工事については，当該工事について本件合意に基づく受注
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調整が行われたとは認められない特段の事情のない限り，本件合意に基づく

受注調整が行われ，具体的競争制限効果が発生したものと推認するのが相当

である。 

①  ２１社は，石和支部等において，受注調整のために，あらかじめ２１社

の入札参加及び受注希望に関する情報を取りまとめ，石和支部において入

札参加者等取りまとめ表を作成し，受注希望者が複数の場合には受注希望

者同士で話合いなどをし，時には石和支部等の執行部の助言を勘案するな

どして，受注予定者を決定し，受注予定者が受注できるよう協力し合って

いたものであり，受注調整を組織的に行っていた。 

②  本件対象期間に発注された石和地区特定土木一式工事のうち，指名競争

入札の方法により発注された工事は，そのほとんどにおいて２１社の中か

ら当該入札の参加者が指名され，一般競争入札の方法により発注された工

事も，２１社が入札参加者の大部分を占めていたことから，２１社は，石

和地区特定土木一式工事の全てを対象に受注調整を行うことが容易な立

場にあり，実際に，本件対象期間に発注された石和地区特定土木一式工事

のほとんどを，２１社又は２１社のいずれかで構成されるＪＶが受注して

おり，１５８物件の平均落札率も９４．０パーセントという高いもので

あった。 

③  １５８物件のうち，少なくとも４４物件（注１０）について，２１社が本件

合意の内容に沿った受注調整を行ったこと又は本件合意の内容に沿った

受注調整に関わる行為を行ったことを裏付ける客観的な証拠が存在する

ところ，これらの工事は，発注方法，発注担当部署，工事内容及び発注時

期において特段の偏りはみられない。 

④  ２１社の代表者及び従業員のうち，本件合意への参加を認める旨の供述

をする者が複数いるが，これらの者の中に，石和地区特定土木一式工事に

該当する特定の工事について本件合意に基づく受注調整が行われなかっ

た旨を供述している者はいない。 

⑤  本件合意の目的が受注価格の低落防止にあることに照らすと，石和地区

特定土木一式工事の全てを受注調整の対象とするのが合理的である。 

(ｲ)  審決案別紙１０の１ないし１０記載の各工事について 

本件対象期間に１０社が受注した石和地区特定土木一式工事のうち，本件

各課徴金納付命令において課徴金算定の対象とされた工事は，審決案別紙１

０の１ないし１０の「４ 対象物件一覧」記載のとおりである。 

これらの工事は，いずれも本件合意の対象である石和地区特定土木一式工

事に該当し，２１社のうちいずれかが入札に参加して受注した工事であると

ころ，かかる工事については，特段の事情がない限り，本件合意に基づく受

注調整が行われ，具体的競争制限効果が発生したと推認される。また，これ

らの工事の中には，本件合意の内容に沿った受注調整が行われたこと又は本
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件合意の内容に沿った受注調整に関わる行為が行われたことを裏付ける客

観的な証拠が存在する工事（４４物件）も相当数含まれている。 

(ｳ)  特段の事情の有無について 

被審人らは，審決案別紙１０の１ないし１０記載の各工事の中にも具体的

競争制限効果が発生していないものが存在する旨主張し，具体的には，①総

合評価落札方式の工事，②受注予定者を１社に絞り込めず，２社以上で争わ

れた工事，③落札者以外の入札参加者のうち一部の者が，予定価格より相当

低い価格で入札している工事，④落札者の入札率が入札価格の２番目に低い

者より相当低い工事，⑤２番目に入札価格が低かった者が評価値で逆転して

受注している工事，⑥一部の入札参加者が受注調整に非協力的な振る舞いを

した工事等を挙げるが，いずれも，当該工事について本件合意に基づく受注

調整が行われ，具体的競争制限効果が発生したとの推認を妨げるものとは認

められず，被審人らの主張を採用することはできない。 

(ｴ)  小括 

被審人らが受注した審決案別紙１０の１ないし１０記載の各工事は，いず

れも，本件合意に基づく受注調整が行われたとは認められない特段の事情は

なく，当該工事について本件合意に基づく受注調整が行われ，具体的競争制

限効果が発生したと認められる。 

よって，これらの工事はいずれも独占禁止法第７条の２第１項にいう当該

役務に該当する。 

（注１０）「４４物件」とは，４０物件（注７）と４物件（注８）を併せた４４件をいう。 

 

ウ   争点３について（審決案６１～６３頁） 

独占禁止法第７条第２項本文は，違反行為が既になくなっている場合にお

いても，特に必要があると認めるときは，違反行為者に対し，当該行為が既に

なくなっている旨の周知措置その他当該行為が排除されたことを確保するた

めに必要な措置を命ずることができる旨規定しているところ，同項の「特に

必要があると認めるとき」とは，排除措置を命じた時点では既に違反行為は

なくなっているが，当該違反行為が繰り返されるおそれがある場合や，当該

違反行為の結果が残存しており競争秩序の回復が不十分である場合などをい

うものと解される。 

平成２２年３月２４日に，本件について公正取引委員会の立入検査が行わ

れ，被審人らは同日以降本件違反行為を行っていないことからすると，本件

違反行為は，同日以降事実上消滅していると認められる。 

しかし，これは，公正取引委員会が立入検査を行ったことによるものであ

り，被審人らの自発的意思に基づくものではなかったこと，被審人らは平成

１８年４月１日から平成２２年３月２４日までの約４年間という長期間にわ

たり本件違反行為を継続していたことなどの事情を総合的に勘案すれば，３
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社についても，本件排除措置命令の時点において本件違反行為と同様の行為

を繰り返すおそれがあると認められ，特に排除措置を命ずる必要があること

は明らかである。 

 

 

 



 

８ 

 

 

番号 被審人 本店の所在地 
代表者 

（代表取締役） 

１ 
株式会社飯塚工業 

法人番号2090001005913 

山梨県笛吹市御坂町井之上１５１１番地 飯塚 三郎 

２ 
株式会社中村工務店 

法人番号1090001006078 

山梨県笛吹市境川町藤垈８８０番地１ 中村 庄吾 

３ 
風間興業株式会社 

法人番号3090001005945 

山梨県笛吹市八代町北１０４７番地１ 風間 隆二 

４ 
友愛工業株式会社 

法人番号4090001006232 

山梨県笛吹市石和町八田３２０番地 天川 克夫 

５ 
矢崎興業株式会社 

法人番号9090001006203 

山梨県笛吹市八代町北１９９１番地 矢崎 勝教 

６ 
株式会社栗田工業 

法人番号9090001005980 

山梨県笛吹市石和町小石和１８４２番地１ 武川 正一 

７ 
風間建設株式会社 

法人番号4090001005944 

山梨県笛吹市石和町市部５２２番地 風間 純哉 

８ 
株式会社芦󠄂沢組土木 

法人番号5090001005902 

山梨県笛吹市石和町井戸１１１番地の１ 芦󠄂澤 幸男 

９ 
小泉建設株式会社 

法人番号8090001005123 

甲府市上曽根町６４６番地１ 小泉  茂 

１０ 
長田建設株式会社 

法人番号1090001005113 

甲府市下向山町１６６７番地 長田  仁 

１１ 
中楯建設株式会社 

法人番号7090001005140 

山梨県中央市大鳥居２７６０番地 中楯 勇人 

別表１ 



 

９ 

 

 

 

 

番号 被審人 審判事件番号 審判請求の趣旨 

１ 株式会社飯塚工業 

平成２３年（判）第５３号 
平成２３年（措）第２号排除措置命令の全部の取消しを

求める。 

平成２３年（判）第６５号 
平成２３年（納）第４６号課徴金納付命令の全部の取消

しを求める。 

２ 株式会社中村工務店 

平成２３年（判）第５４号 
平成２３年（措）第２号排除措置命令の全部の取消しを

求める。 

平成２３年（判）第６６号 
平成２３年（納）第４７号課徴金納付命令の全部の取消

しを求める。 

３ 風間興業株式会社 

平成２３年（判）第５５号 
平成２３年（措）第２号排除措置命令の全部の取消しを

求める。 

平成２３年（判）第６７号 
平成２３年（納）第４８号課徴金納付命令の全部の取消

しを求める。 

４ 友愛工業株式会社 

平成２３年（判）第５６号 
平成２３年（措）第２号排除措置命令の全部の取消しを

求める。 

平成２３年（判）第６８号 
平成２３年（納）第４９号課徴金納付命令の全部の取消

しを求める。 

５ 矢崎興業株式会社 

平成２３年（判）第５７号 
平成２３年（措）第２号排除措置命令の全部の取消しを

求める。 

平成２３年（判）第６９号 
平成２３年（納）第５０号課徴金納付命令の全部の取消

しを求める。 

６ 株式会社栗田工業 

平成２３年（判）第５９号 
平成２３年（措）第２号排除措置命令の全部の取消しを

求める。 

平成２３年（判）第７１号 
平成２３年（納）第５２号課徴金納付命令の全部の取消

しを求める。 

７ 風間建設株式会社 

平成２３年（判）第６０号 
平成２３年（措）第２号排除措置命令の全部の取消しを

求める。 

平成２３年（判）第７２号 
平成２３年（納）第５３号課徴金納付命令の全部の取消

しを求める。 

８ 株式会社芦󠄂沢組土木 

平成２３年（判）第６１号 
平成２３年（措）第２号排除措置命令の全部の取消しを

求める。 

平成２３年（判）第７３号 
平成２３年（納）第５４号課徴金納付命令の全部の取消

しを求める。 

９ 小泉建設株式会社 

平成２３年（判）第６２号 
平成２３年（措）第２号排除措置命令の全部の取消しを

求める。 

平成２３年（判）第７４号 
平成２３年（納）第５６号課徴金納付命令の全部の取消

しを求める。 

１０ 長田建設株式会社 

平成２３年（判）第６３号 
平成２３年（措）第２号排除措置命令の全部の取消しを

求める。 

平成２３年（判）第７５号 
平成２３年（納）第５７号課徴金納付命令の全部の取消

しを求める。 

１１ 中楯建設株式会社 平成２３年（判）第６４号 
平成２３年（措）第２号排除措置命令の全部の取消しを

求める。 

別表２ 



別表３ 

１０ 

（平成２３年４月１５日時点） 

（注１） 「※１」を付した事業者は，それぞれ，破産手続開始の決定により解散し，事業活動の全部

を取りやめている。 

（注２） 「※２」を付した事業者は，それぞれ，株主総会の決議により解散し，事業活動の全部を 

      取りやめている。 

（注３） 「※３」を付した事業者は，それぞれ，平成１９年４月１日，山梨県から土木一式工事に 

      係る競争入札の参加資格要件を満たす者としての登録を抹消され，同日以降，事実上事業活 

      動の全部を取りやめている。このうち，番号１０の株式会社三興産業は，平成１９年２月１ 

      ９日，商号を初海工業株式会社から現商号に変更している。 

 

番号 事業者 本店の所在地 

１ 株式会社筒井建設  ※１ 山梨県笛吹市石和町河内６５番地１ 

２ 株式会社八木沢興業 山梨県南巨摩郡身延町上八木沢９８番地 

３ 株式会社地場工務店 山梨県笛吹市御坂町金川原８５０番地１ 

４ 株式会社宮川工務所 ※１ 山梨県笛吹市境川町石橋２３８０番地 

５ サノ工業株式会社  ※２ 山梨県中央市大鳥居３６１３番地 

６ 株式会社須田組   ※１ 山梨県笛吹市石和町松本１０３４番地 

７ 株式会社窪川組   ※２ 山梨県笛吹市石和町東高橋１３４番地の３ 

８ 株式会社小林組   ※３ 山梨県笛吹市一宮町国分３７５番地 

９ 信玄土木株式会社  ※３ 山梨県笛吹市境川町石橋２０６２番地 

１０ 株式会社三興産業  ※３ 山梨県笛吹市一宮町中尾１０４番地 



 

１１ 

 

 

番号 被審人 

課徴金納付命令 

実行期間 課徴金額 

１ 株式会社飯塚工業 平成１９年３月２４日～平成２２年３月２３日 ５１５１万円 

２ 株式会社中村工務店 平成１９年３月２４日～平成２２年３月２３日 ３２４５万円 

３ 風間興業株式会社 平成１９年３月３１日～平成２２年３月３０日 ３０８０万円 

４ 友愛工業株式会社 平成１９年３月２４日～平成２２年３月２３日 ２６３１万円 

５ 矢崎興業株式会社 平成１９年３月２４日～平成２２年３月２３日 ２６２９万円 

６ 株式会社栗田工業 平成１９年３月２４日～平成２２年３月２３日 １１６４万円 

７ 風間建設株式会社 平成１９年３月２４日～平成２２年３月２３日 １００８万円 

８ 株式会社芦󠄂沢組土木 平成１９年６月１９日～平成２２年３月２３日 ９６０万円 

９ 小泉建設株式会社 平成１９年３月２４日～平成２２年３月２３日 ４８８万円 

１０ 長田建設株式会社 平成１９年３月２４日～平成２２年３月２３日 １５５万円 

別表４ 


